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新型コロナワクチン接種のお知らせ ※4月20日時点の情報です。
国の方針などにより変更となる場合があります。

5月8日㈪から
令和5年春開始接種が始まります

◆生後6カ月になられるかたの接種券発送方法が変更になります

●65歳以上のかた　
●基礎疾患があるかたや、その他重症化リスクが高
いと医師が認めるかた（5～64歳）
●医療従事者等

対 象 者 1・2回目接種を完了し前回接種から3カ月を
経過した次のかた

【1・2回目接種】

接種期間 5月8日（月）～8月31日（木）
接種回数

接 種 券

接種期間中に1人1回
対象者のうち、オミクロン株対応ワクチンを
接種したかたに、接種券を順次発送していま
す。ただし、基礎疾患があるかたや医療従事
者等でこれまで川口市に申請したことがな
いかたは、申請フォームから申請いただくか、
市コールセンターへお電話ください。
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▲接種券
申請フォーム

▶川口市新型コロナウイルス
　ワクチン接種コールセンター
 　  050-3160-9567i

24時間自動応答
（オペレーター対応時間 9:00～18:00）

▶予約サポート実施施設

●鳩ヶ谷庁舎3階 新型コロナウイルスワクチン接種推進室
平日 9：00～17：00

※第一本庁舎では行っていません。

●市内公民館
火～日曜、祝日 9：00～17：00

市ホームページ

1・2回目接種を完了した
5～11歳のかたへ

5月7日㈰まで
3回目接種の有無に関わらず、令和4年秋開始接種としてオミクロン株
対応ワクチンを1回接種することができます。

令和4年11月10日以降に出生したかたの接種券は、接種を希望されるかたのみに送付することとしました。
接種を希望する場合は、申請フォームから申請いただくか、市コールセンターへお電話ください。

5月8日㈪～8月31日㈭

引き続き、令和4年秋開始接種
としてオミクロン株対応ワクチ
ンを1回接種することができま
す。なお、3月8日～5月7日に
オミクロン株対応ワクチンを
接種していない場合に限りま
す。

●基礎疾患等がないかた
令和5年春開始接種としてオミクロン株対応ワク
チンを1回接種することができます。なお、3月8日
～5月7日にオミクロン株対応ワク
チンを接種した場合でも、接種から
3カ月を経過していれば、令和5年
春開始接種として追加で1回接種す
ることができます（接種券の申請が
必要）。

●基礎疾患等があるかた

◆集団接種

◆個別接種（市内診療所・病院） 予約方法

詳細は市ホームページをご確認ください。
ワクチン

ファイザー社製

ワクチン ファイザー社製
従来型ワクチン

【令和5年春開始接種】
ワクチン モデルナ社製 オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチン
予約方法 市コールセンターまたは市予約システム

新型コロナワクチンの
接種予約・接種券発行
などに関すること

予約不要 要予約
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対象者：接種日時点で川口市に住民登録があり、接種券をお持ちの16歳以上のかた

▲接種券
申請フォーム

接種医療 ▶
機関情報

▲接種券
申請フォーム
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イオンモール川口
3階「イオンホール」（安行領根岸3180）

イオンモール川口前川
2階「サイボーホール」（前川1-1-11）

◇…10：15～12：00
14：00～16：30
18：00～20：00

○…10：15～12：00
14：00～16：30

時 間

　　　が
付いている日が
開場予定日

◇○

5月の集団接種会場

市予約システムから予約が可能なか
たは、令和5年春開始接種の対象者
で、2月28日までにオミクロン株対
応ワクチンを接種した記録が川口市
にあるかたに限ります。

●陽性者登録やHER-SYSへの登録が不要になり、保健所からの連絡はありません。
●陽性判明後の相談は下記相談窓口までお問い合わせください。

効果的なマスク着用のポイント
混雑した電車やバスに乗るとき

高齢者など、重症化リスクの高いかたが多く入院・生活する医療
機関や高齢者施設などへ訪問するとき

医療機関を受診するとき

新型コロナウイルス感染症のお知らせ

◆「抗原検査キットで陽性のかた」または「医療機関で陽性診断を受けたが、発生届出対象外の
　かた」は、ご自身で陽性登録を（5月7日16：00まで）

体調不良時や
新型コロナウイルスの
感染を疑ったら

●健康観察●宿泊療養（４月末で終了）●濃厚接触者の特定●就業制限（行動制限）●通知書や証明書の発行

新型コロナウイルス感染防止の「5つの基本」を習慣に！
①体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは医療機関を受診する
②その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施
③換気、密閉・密集・密接（三密）の回避
④手洗いは日常の生活習慣に
⑤適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

Withコロナからポストコロナへ  ～新型コロナウイルス感染症が５類へ移行します～

5月7日㈰で終了

相
談
窓
口

埼玉県コロナ総合相談センター

５月8日㈪～当面 5類になると【陽性判明後の対応が変わります】

～新型コロナウイルス感染症の「5類」Ｑ＆Ａ～

5月8日㈪から新型コロナウイルス感染症の位置付けが感染症法上、季節性インフルエンザと同じ５類に移行します。５類に
なっても新型コロナウイルスの性質が変わるわけではなく、基礎疾患のあるかたなどの重症化リスクは変わりません。

自宅で療養中に、症状が
悪化したらどうするの？

まずは、陽性診断を受け
た医療機関やかかりつけ
医へ相談しましょう。休
診日などは、埼玉県コロ
ナ総合相談センターへ相
談しましょう。

◆発熱などの体調に関しての受診相談　◆陽性者で症状が急変したかたの相談

日ごろから
準備しておくと
よいもの
●抗原検査キット ※
●体温計
●薬（解熱鎮痛薬など）
●食料、飲料水、日用品

その他の相談先 ： ＃7119(救急電話相談）、 ＃8000（小児救急電話相談)など

Q
A

陽性になったら、何日間外出を控えればいいの？

一律に外出自粛を要請するものではありません
が、発症日を０日目として５日間、かつ、症状軽快
から２４時間経過するまでの間は外出を控えてい
ただくことを推奨します。詳細は厚生労働省の
ホームページをご確認ください。 ➡
※学校などは学校保健安全法に基づ
く出席停止期間を検討中です。

Q
A

医療費はどうな
るの？

保険診療による
自己負担です。
（新型コロナ治
療薬・入院費は
一定期間、一部
公費負担あり）

Q
A

今後も感染対策
は必要なの？

引き続き、以下
のポイントを押
さえながら、ポ
ストコロナの生
活習慣をお願い
します。

Q
A

【このような相談ができます】

※詳細は市ホームページを
　ご確認ください

※「研究用」ではなく国が承認した「体外診
断用医薬品」を選んでください。

i0570-783-770 24時間
対応

「５類」になるとどう変わる？ 
※詳細は市ホームページを
　ご確認ください

※4月20日時点の情報です。
国の方針などにより変更となる
場合があります。

●「65歳以上のかた、基礎疾患のあるかた、妊婦など」は重症化リスクが高いため、速やかにかかりつけ医など
の医療機関を受診しましょう。
●これまでと同様に症状が軽いかたは抗原検査キットで自主検査または体調に応じて医療機関を受診しましょう。


